
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年 

４月号 

JRでお出かけの際は、飛騨金山駅で切符を買いましょう！ 

 

協会けんぽ保険料率改定のお知らせ 

令和８年３月分（４月納付分）からの、協会けんぽ（全国健康保険協会）保険料率が改定されましたの

でお知らせします。 

   

 

 

保険料率は都道府県ごとの医療費水準に基づいて決定します。つまり皆さんの日頃の健康への取組みで医

療費を適正に抑える事ができれば、保険料率を引き下げる事ができます。 

 （健康への取組み５つの指標） この指標の改善により保険料率は引き下げられます。 

  ⑴ 特定健診等の実施率  ⑵ 特定保健指導の実施率  ⑶ 特定保健指導対象者の減少率 

  ⑷ 要治療者の医療機関受診率   ⑸ ジェネリック医薬品の使用割合   

Ｗｅｂセミナー終了のお知らせ 
これまで金山町商工会ホームページから視聴でき、研修等に利用いただきました「Ｗｅｂセミナー」

の事業は、令和８年３月末を以って終了しましたのでお知らせします。 

 

飛騨金山駅を利用していただく主に高校生の通学定期券の購入機会に配慮し、駅の切符販売時間

を１日限りですが延長します。 

 延長販売日：４月８日（水）午前７時 40分から午後６時３０分まで  

    この日に購入いただくと粗品を進呈します。（数量限定） 

※上記以外の通常の販売時間は、午前７時 40分から午後３時までです。  

飛騨金山駅 切符等販売時間窓口の変更について 

優良従業員の表彰推薦について 
  毎年商工会の総代会において、会員事業所の発展に寄与された優良永年勤続者（20年、15年、10年）

の表彰を行いますので、事業所からの推薦をお願いします。 （報告は４月１０日（金）まで） 

（基準） 被表彰者は、次の期間内に就職された方で、事業主が表彰に値すると認めた方。 

但し、法人の役員、個人・法人とも家族従業員は含まれません。 

・１０年表彰（金山町商工会表彰）  平成２７年１月１日～同年１２月３１日に就業 

・１５年表彰（金山町商工会表彰）  平成２２年１月１日～同年１２月３１日に就業 

  ・２０年表彰(下呂市商工会連絡協議会表彰)  平成１７年１月１日～同年１２月３１日に就業 

（参加会員事業所負担金） 推薦従業員が１０名を超える場合は、１名につき表彰年に応じた負担額をご

負担いただきます。 

   報告先： 金山町商工会     詳しくは、同封のチラシをご覧ください。 

 

 

健康保険料率 ９．８０％ （R7 は 9.93％）   介護保険料率 １．６２％ （R7 は 1.59％） 

子ども・子育て支援金率 ０．２３％ （新規） ※R8年４月分（５月納付分）から対象 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合わせやご相談は 金山町商工会まで 

〒509-1614 金山町大船渡 571-1（金山振興事務所 2 階） TEL 32-3370  FAX 32-2882 

 個人企業経済調査にご協力を  

総務省では毎年６月に「個人企業経済調査」をおこなっています。この調査は、個人企業の営業収支など

の経営実態から、所得の推計調査や施策立案のための基礎資料を得ることを目的に行われ、国が行う統

計調査のうち、統計法により特に重要なものとされる「基幹統計調査」になります。 

調査用紙が届いたら、回答にご協力をお願いします。 

※ 調査用紙は全ての個人企業に届くものではなく、全国 40，000 企業を無作為に選び、国が調査を委託

した民間事業者から調査表を郵送します。 

※ 回答はインターネット又は郵送で行ってください。  

インターネットでの回答の場合、同封の「回答用ログイン情報」の ID とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞを利用して回答ください。

「ｅ‐Ｔａｘ」を利用して確定申告を行った事業者は、申告した「青色申告決算書」等のデータを利用して回

答することができます。 

令和 ７ 年度 新規会員のご紹介 

令和７年度に金山町商工会員となっていただきました事業者の皆様をご紹介します。 

 ① ホソエキカク  細江 良治さん  （渡）    卸売業 

 ② とくま     細江 聖子さん  （大船渡）  飲食業 

 ③ ＵＲＡＵＲＡ    山内 靖子さん  （中切）    美容業 

 ④ 花緑里     細江 尚吾さん （金山）  宿泊業 

  よろしくお願いします。 

市役所の組織再編について 

  下呂市役所では、複雑化する行政課題や多様化する市民ニーズに適格に対応するため、 

令和８年４月より組織の再編を行いました。 商工会が関係する部署では 

    商工課 （旧）観光商工部 商工課  ふれあいセンター１階 

     （新）総合政策部 産業振興課 下呂庁舎２階 

 金山振興事務所 （旧）地域振興部金山振興事務所  （新）金山振興事務所             

詳しくは広報３月号か、下呂市ホームページをご覧ください。 

外国人技能実習制度は、育成就労制度に代わります  
   

新制度は令和９年４月より施行される予定です。外国人を雇用している、又は雇用する予定のある事業所

は制度の変更内容に注目してください。現時点での主な変更点は次のとおりです。 

項 目 技能実習制度 育成就労制度 

目 的 人材育成を通じた国際貢献 人材育成と人材確保 

在留資格 技能実習 1 号、2 号、3 号 育成就労 

期 間 1 号（1 年）、2 号（2 年）、3 号（2 年） 原則 3 年 

転 籍 
実習先の倒産などのやむを得ない場合を
除き、原則として認められない 

やむを得ない場合に加え、1～2 年経過で
本人希望により転籍可 

日本語能力の要件 介護以外はなし あり 

 

 

 

 


